
附
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関

す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
店
頭

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
同
号
ロ
中
「
三
千
億
円
」
と
あ
る
の
は
、

「
一
兆
円
」
と
す
る
。

新
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府

２
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
」
と
あ
る
の
は
「

第
一
号
に
」
と
、
「
四
月
一
日
か
ら
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
」
と
あ
る
の
は
「
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に

関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（

施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て

平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
五
号
）
の



二
月
以
内
に
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
前
々
年
の
四
月
か
ら
前
年
の
三
月
ま
で
の
各
月
末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計
額
の
平
均
額
が
三
千
億
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
年
の
四
月
か
ら
そ
の
年
の
三
月
ま
で

の
各
月
末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計
額
の
平
均
額
が
三
千
億
円
以
上
」
と
あ
る
の

は
「
前
年
の
四
月
か
ら
そ
の
年
の
三
月
ま
で
の
各
月
末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計

額
の
平
均
額
が
一
兆
円
以
上
」
と
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項

第
一
号
中
「
三
千
億
円
未
満
」
と
あ
る
の
は
「
一
兆
円
未
満
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
三
千
億
円
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
一

兆
円
以
上
」
と
す
る
。


